






政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月１４日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 大沢野西部企業団地緑地帯除草業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   商工労働部工業政策課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月１４日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号  

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   単価契約…①草刈業務    １人１時間  1,798 円 

②集草業務    １人１時間  1,340 円 

③草運搬処理業務 １t車 1台 12,800 円 

軽四車１台 6,400 円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２９日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 大山墓地公園環境美化清掃業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   環境部環境保全課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月２９日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   ５６５,０００円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２３日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 企業団地内緩衝緑地等除草業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   商工労働部工業政策課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月２３日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号  

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   単価契約…①草刈業務    １人１時間  1,798 円 

②集草業務    １人１時間  1,340 円 

③草運搬処理業務 １t車 1台 12,800 円 

軽四車１台 6,400 円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２４日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 大山Ｂ＆Ｇ海洋センタープール清掃及び窓口等業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   富山市役所市民生活部スポーツ健康課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月２４日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   ４９８，６６４円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２４日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 富山市楡原プール草刈り業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   市民生活部 スポーツ健康課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月２４日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   １３，５９４円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２３日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 平成３０年度町並みフラワーライン業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   建設部公園緑地課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月１８日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   ７４，８６２円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 


